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国
民
年
金

学
生
納
付
特
例
制
度

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
学
生
に
、
納
付
を
猶
予
し
ま
す
。

対
象　

学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
大

学（
大
学
院
）、短
期
大
学
、高
等
学
校
、

高
等
専
門
学
校
、
専
門
学
校
、
専
修

学
校
な
ど
（
い
ず
れ
も
夜
間
部
、
定

時
制
お
よ
び
通
信
教
育
課
程
を
含
む
）

に
在
学
す
る
、
20
歳
以
上
で
本
人
の

前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
（
単
身
の

場
合
１
２
８
万
円
な
ど
）
の
学
生

申
請　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
利
用
し

た
電
子
申
請
、
郵
送
に
よ
る
申
請
ま

た
は
国
保
年
金
課
で
の
窓
口
申
請

審
査
・
決
定　

日
本
年
金
機
構

■
承
認
を
受
け
た
期
間
は

●
期
間
中
に
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た

不
慮
の
事
態
に
な
っ
た
と
き
、
受
給

資
格
が
あ
れ
ば
障
害
基
礎
年
金
ま
た

は
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ

れ
ま
す
。（
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金

額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。）

●
期
間
中
の
猶
予
さ
れ
た
保
険
料

令
和
８
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

が
「
月
額
１
７
，
９
２
０
円
」
に

改
定
さ
れ
ま
し
た
。

項
を
記
入
し
て
返
送
す
れ
ば
、
申
請

が
完
了
し
ま
す
。

【
従
来
ど
お
り
の
申
請
が
必
要
な
人
】

●
在
学
中
の
学
校
な
ど
が
変
わ
っ
た

●
前
年
中
に
一
定
額
を
上
回
る
所
得
が

あ
っ
た
が
、
い
ま
は
失
業
し
て
い
る

●
申
請
書
が
届
か
な
か
っ
た

問
合
先

●
電
子
申
請
…
日
本
年
金
機
構

●
窓
口
申
請
…
国
保
年
金
課

▲学生納付特例
二次元コード

は
、
承
認
を
受
け
た
月
か
ら
10
年
以

内
で
あ
れ
ば
追
納
（
さ
か
の
ぼ
っ
て

納
め
る
こ
と
）
が
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、
承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度

か
ら
起
算
し
て
、
３
年
度
目
以
降
に

保
険
料
を
追
納
す
る
場
合
、
当
時
の

保
険
料
額
に
経
過
期
間
に
応
じ
た
加

算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

■
申
請
は
お
早
め
に

対
象
期
間　

４
月
分
〜
来
年
３
月
分

（
４
月
か
ら
申
請
可
）

※
申
請
は
年
度
（
４
月
〜
来
年
３
月

分
）
毎
に
必
要
で
す
。
ま
た
、
過
去

２
年
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
で

き
ま
す
。

申
請
時
に
必
要
な
も
の

●
本
人
確
認
書
類

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
基

礎
年
金
番
号
が
確
認
で
き
る
も
の

●
学
生
証
な
ど
、
学
生
で
あ
る
証
明

書
類

※
な
お
、
電
子
申
請
を
行
え
ば
、
窓

口
な
ど
で
の
申
請
は
不
要
で
す
。

■
前
年
度
承
認
を
受
け
、
今
年
度
も

在
学
中
の
人
の
申
請

　

前
年
度
承
認
を
受
け
４
月
以
降
も

在
学
予
定
で
あ
る
と
確
認
で
き
た
人

に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
ハ
ガ
キ

形
式
の
「
国
民
年
金
保
険
料
学
生
納

付
特
例
申
請
書
」が
送
付
さ
れ
ま
す
。

引
き
続
き
在
学
中
の
場
合
、
必
要
事

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

問
合
先

●
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合 

給
付
課

（
☎
06
・
４
７
９
０・
２
０
３
１
）

●
国
保
年
金
課

健
康
診
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

に
、
健
康
診
査
を
無
料
で
受
診
で
き

る
受
診
券
と
歯
科
健
康
診
査
の
お
知

ら
せ
を
４
月
下
旬
〜
５
月
上
旬
に
送

付
し
ま
す
。
糖
尿
病
や
高
血
圧
症
な

ど
の
生
活
習
慣
病
に
加
え
、
加
齢
に

伴
う
心
身
の
衰
え
（
フ
レ
イ
ル
）
な

人
間
ド
ッ
ク
費
用
の
一
部
助
成

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

者
が
人
間
ド
ッ
ク
（〔
公
社
〕
日

本
人
間
ド
ッ
ク
学
会
が
掲
げ
る

一
日
人
間
ド
ッ
ク
基
本
検
査
項

目
表
の
「
必
須
項
目
」
を
満
た

す
も
の
に
限
る
）
を
受
診
し
た

と
き
に
、
費
用
の
一
部
を
助
成

し
ま
す
。（
年
度
中
に
１
回
の
み
）

助
成
上
限
額　

２
６
，
０
０
０
円

必
要
な
物　

人
間
ド
ッ
ク
の
領

収
書
、
検
査
結
果
通
知
書
一
式

（
コ
ピ
ー
可
）、
マ
イ
ナ
保
険
証

ま
た
は
資
格
確
認
書
、
口
座
情

報
の
わ
か
る
も
の
、
申
請
書
（
申

請
時
に
お
渡
し
し
ま
す
。）

申
請　

国
保
年
金
課

※
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
し
た
人

は
、
申
請
ま
で
領
収
書
な
ど
を

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
者
以
外
の
口
座
に
振
り
込

む
場
合
で
、
申
請
者
が
記
入
し

な
い
場
合
は
印
鑑
が
必
要
で
す
。

ど
の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
ま
す
の
で
、
現

在
生
活
習
慣
病
で
通
院
し
て
い
る
人

も
積
極
的
に
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※
年
度
途
中
に
新
た
に
75
歳
に
な
る

被
保
険
者
に
は
、
誕
生
月
の
翌
月
に

送
付
し
ま
す
。

■
健
康
診
査

受
診
回
数　

来
年
３
月
31
日
ま
で
に

１
回

持
ち
物　

受
診
券
、
マ
イ
ナ
保
険
証

ま
た
は
資
格
確
認
書

受
診
場
所
・
申
込　

指
定
医
療
機
関

■
歯
科
健
康
診
査

受
診
回
数　

来
年
３
月
31
日
ま
で
に

１
回

持
ち
物　

マ
イ
ナ
保
険
証
ま
た
は
資

格
確
認
書 

※
受
診
券
は
あ
り
ま
せ
ん
。

受
診
場
所　

指
定
歯
科
医
院

【
い
ず
れ
も
、
次
の
被
保
険
者
は
対

象
外
と
な
り
ま
す
】

●
病
院
や
診
療
所
に
６
ヵ
月
以
上
継

続
し
て
入
院
し
て
い
る

●
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
介
護
老

人
保
健
施
設
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、

障
害
者
支
援
施
設
な
ど
に
入
所
ま
た

は
入
居
し
て
い
る

※
退
院
や
退
所
な
ど
、状
況
が
変
わ
っ

た
場
合
は
受
診
券
を
発
行
で
き
ま
す

の
で
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

事
前
に
必
ず
受
診
希
望
の
医
療
機
関
・

歯
科
医
院
へ
実
施
状
況
な
ど
を
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
人
間
ド
ッ
ク

を
受
診
し
た
人
は
、
健
康
診
査
を
受

診
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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